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長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会設立の背景

Ｈ２７年 関東・東北豪雨災害
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長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会
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協議会の経緯
■平成29年5月23日 第1回長崎県管理河川流域減災対策協議会 幹事会

■平成29年6月5日 第1回長崎県管理河川流域減災対策協議会 （協議会設立）

■平成29年6月19日 水防法改正

■平成30年3月5日 第2回長崎県管理河川流域減災対策協議会 幹事会

■平成30年3月23日 第2回長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会

（水防法改正対応の名称変更） （取組（案）策定）

（第3回～第7回幹事会）

■令和3年6月1日 第8回長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会 幹事会

・・・

■令和7年1月16日 令和6年度長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会 幹事会

（第1期成果まとめ） （第2期取組方針（案）検討）



■５年間で達成すべき目標（平成29年度～令和3年度の5カ年）

■目標達成に向けた３本柱の取組

事前の防災・減災対策により、いかなる災害が発生しようとも、

人命などが守られるべく

「災害に強く、命を守る地域防災力の向上」を目指す。

近年発生している豪雨や台風による水害を受けて、河川管理者が実施する堤防整備等の洪水を
河川内で安全に流す対策に加え、過去に発生した水害から得た教訓を生かし、住民自らが危機意
識をもち、「災害に強く、命を守る地域防災力の向上」を目指すため、以下の取組を実施する。

１．事前に防災に対する意識付けをすることにより、住民が自ら避難行動を起こせるよ
う、重要水防区域や災害危険箇所の共有、防災教育・訓練・水防体制などを強化

⇒ ①『住民の防災意識の向上』

２．県民の生命財産を守るため、初動体制や防災情報の収集・伝達体制を確保し、的
確な防災情報の提供や避難勧告・避難指示の判断が行える仕組みを構築

⇒ ②『確実な情報提供・避難の実現』

３．普段から堤防の維持管理や巡視の実施、排水対策の検討など被害軽減と早期復
興を目指すための取組

⇒ ③『社会経済被害の最小化』

長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会の目標 第1期
令和6年度の8カ年
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■５年間の取組方針（令和7年度～令和11年度）

■取組方針を支える３つの柱

事前の防災・減災対策により、いかなる災害が発生しようとも、

人命などが守られるべく

「災害に強く、命を守る地域防災力の向上」を目指す。

１．住民の防災意識の向上

事前に防災に対する意識付けをすることにより、住民が自ら避難行動を起こせるよ
う、洪水浸水想定区域や指定緊急避難場所の共有、防災教育・訓練の実施。

※平常時に行う事前の情報共有を想定

２．確実な情報提供・避難の実現

住民の生命財産を守るため、初動体制や防災情報の収集・伝達体制を確保し、的
確な防災情報の提供や避難指示の判断が行える仕組みを構築。

※出水中の情報収集・情報共有を想定

３．社会経済被害の最小化

住民の避難場所、避難経路の整備、水防体制の強化を目指すための取組を実施。

※平常時に行う事前の仕組みづくり（情報関連を除く）を想定

長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会の取組方針 第2期
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第2期（R7～R11 5カ年）では、
達成すべき目標ではなく、取組方針としたい。



長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会の整理

7

H29.6.5第1回協議会で設置

一級水系県管理区間＋二級水系を対象

H30.3.23第2回協議会で名称変更

あり方答申より「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」

長崎県全体の県管理河川流域を対象とした協議会

規約第1条、第3条、第4条において記載

国土交通省HPより
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第1期（H29～R6 8年間）では、完全に整合した取組を実施
第2期（R7～R11 5年間）では、重要な事項や取組が
十分でない事項に絞って取組方針を作成したい。

ここに記載されている取組項目を参考に
第1期における取組（案）が作成されているため、
全項目が完全に一致している。

国土交通省HPより
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国土交通省HPより



長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会の整理
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第1期では取組（案）
第2期では取組方針としたい

国土交通省HPより



長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会の整理
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規約第5条において記載

幹事会を開催し、関係機関の情報共有の場としたい

長崎県HPに掲載

国土交通省HPより



長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会
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今後の開催方針
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・・・

毎年度少なくとも１回は開催したい

市長・町長レベルの会議であるため、
・取組方針の策定や変更を行う場合、
・５カ年期末で取組の成果確認などの節目、
・大規模な水災害が発生した後で大局的な議論を行う必要がある場合
などに開催したい
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